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食 品 化 学 課

食品化学課の日常業務では、健康医療部の食の安全推進課および各保健所と協力し、化学分析を基盤に食品の安全性

を確保する目的で、食品添加物、残留農薬、PCB、動物用医薬品、カビ毒、遺伝子組換え食品、アレルギー物質、有害

性金属、放射性物質等の分析および牛乳、食品用器具・容器包装等の規格基準に基づく検査を行った。さらに、それぞ

れの分野において、検査法の開発および改良を行った。また、保健所に持ち込まれる府民からの苦情食品の化学分析を

行い、原因究明と再発防止対策についての基礎的な調査を行った。さらに、大阪府の他の検査機関（保健所）で違反疑

いとなった検体の確認検査や貝毒による中毒事例についても対応した。

本年度は、東日本大震災による原発事故を受けて開始された放射性物質の検査が拡充された。事故から 1 年以上経

過しても、北関東・東北地区の特定の食品では、基準値を超える放射性物質が検出されており、過去の原発事故の例か

ら、問題は今後も継続すると考えられる。食品中の放射性物質に対する府民の関心及び行政ニーズは高く、前年度に引

き続き、放射性物質の検査が食の安全・安心を考える上で重要な課題となった。検査対象は、学校給食の食材、給食丸

ごと、府内流通食品等である。中核市等からの依頼試験を含め、約 650 検体の検査を行った。年度当初に放射性セシ

ウムの基準値が改定されたが、当所の検査では、新しい基準値を超過する食品は確認されなかった。

平成 24 年 4 月に豊中市が中核市に移行したことから、中核市等からの依頼試験も前年度と比較して検体数が大幅に

増加した。　　　　

平成 9 年 4 月から導入された業務管理基準（GLP）についても、引き続き分析法の再検討を行うと共に各種標準作業

書の作成および改定に取り組んだ。本年度は既存の標準作業書 16 通を改定し、さらに新規に標準作業書 2 通を作成した。

公衆衛生研究所事業では輸入食品の安全性評価事業費を受けて、農薬等の分析法の改良、項目数の拡充に努めている。

今年度は、年間を通し、200 項目の農薬を分析することが可能な試験法及び人員体制を確立し検査を行った。

研究業務においては食の安全推進課との連携を密にし、学会発表および学術論文の投稿を行った。また、厚生労働省

委託を受け、「食品長期監視事業」を実施した。さらに、分担研究者及び研究協力者として厚生労働科学研究班にも参

画した。

本年度実施した検査業務の内容を表 5.1 に示す。使用基準違反および不正使用等の不良食品件数は 2,342 検体中 3

件であった。本年度の総検体数は、放射性物質の検査を学校給食関係を中心に拡充したため、前年度よりも約 10%増

加した。さらに検査項目の拡大や検査精度の向上に対する要求が高まっており、従来と比較して検査方法が複雑になっ

ている。今後とも関係各機関の協力を得て、さらに充実した行政検査及び調査研究を行いたい。

1.　行 政 検 査　

１）遺伝子組換え食品の検査

大豆及び大豆加工食品 19 検体について大豆組換え遺

伝子の検査を行ったが、違反は認められなかった。と

うもろこし加工食品 14 検体について承認済みとうもろ

こし組換え遺伝子の検査を行ったが、違反は認められな

かった。また、別のとうもろこし加工食品 20 検体につ

いて未承認とうもろこし組換え遺伝子（Bt10）の検査

を行ったが、違反は認められなかった。

( 主担：食品安全室）

２）アレルギー物質の検査

食品アレルギーの原因となる原材料（小麦、乳、卵、

そば、落花生、えび、かに）7 品目の混入について検査

した。乳について 10 検体、えび、かにについて甲殻類

として 10 検体、及びその他の 4 品目について 8 検体ず

つ、計 52 検体について検査を行ったが違反は認められ
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なかった。                                   （主担：食品安全室）

３）食品添加物　

以下の (1) ～ (8) の各項目について検査を行ったとこ

ろ、いずれも違反は認められなかった。

(1) 保存料（パラオキシ安息香酸類など）

野菜果実加工食品など 52 検体  

 （主担：食品安全室）

(2) 甘味料（サッカリン Na、サイクラミン酸 Na）

漬物など 78 検体  （主担：食品安全室）

(3) 着色料（赤色 1 号など）

果物加工食品、菓子など 36 検体 

 （主担：食品安全室）

(4) 発色剤（亜硝酸ナトリウム）

魚卵・食肉加工食品など 28 検体 

 （主担：食品安全室）

(5) 漂白剤（亜硫酸）

　かんぴょう、はるさめなど 52 検体 

 （主担：食品安全室）

(6) 乳化剤（ポリソルベート）

調味料、菓子など 18 検体 （主担：食品安全室）

(7) 酸化防止剤（t- ブチルヒドロキノン）

菓子、調味料など 26 検体 （主担：食品安全室）

(8) 防かび剤（イマザリルなど）

オレンジ、グレープフルーツなど 13 検体 

  ( 主担：農産物安全室 )

４）残留農薬及び PCB 等の検査

(1) 乳及び乳製品

牛乳等 14 検体について PCB の分析を行ったが、全て

定量下限（0.01ppm）未満であった。また、牛乳等 14

検体中の有機塩素系農薬類 6 項目を分析したが、全て

定量下限（0.001ppm）未満であった。

 （主担：乳肉水産安全室）

(2) 肉類、魚介類

魚介類 20 検体、卵 10 検体について PCB の分析を行っ

た結果、全て定量下限（魚介類 0.01ppm、卵 0.02ppm）

未満であった。また、水産加工品 8 検体、肉類 10 検

体、食肉加工品 15 検体について有機塩素系農薬類 6 項

目を分析した結果、水産加工品 3 検体より DDT（0.001

～ 0.019ppm）、2 検体より BHC（0.002 ～ 0.004ppm）、

1 検体よりディルドリン（0.003ppm）、1 検体よりヘプ

タクロル（0.001ppm）が検出された。これら以外につ

いては全て定量下限（0.001ppm）未満であった。魚介

類 20 検体についてトリブチルスズ（TBT）およびトリ

フェニルスズ（TPT）の残留分析を行った結果、1 検体

より TBT（0.02ppm）、3 検体より TPT（0.02 ～ 0.04ppm）

が検出された。　　　　　　　（主担：乳肉水産安全室）

(3) 輸入農産物の残留農薬検査

野菜、果実等 143 検体について、残留農薬の検査を

行った。検査は、5、6、8、9、10、1 および 2 月に実

施され、その検査項目は、それぞれ 200 項目とした（の

べ28600項目）。また、3月にウーロン茶4検体について、

通常の 200 項目にフィプロニルを追加して残留農薬の

検査を行った（のべ 804 項目）。農薬が検出された食品

と検出値を表 5.2 に示した。ウーロン茶 2 検体から基

準値を超過するフィプロニルが検出され、食品衛生法違

反とされた。 ( 主担：農産物安全室 )

(4) 国内産農産物の残留農薬検査

野菜、果実等 120 検体について、残留農薬の検査を

行った。検査は、5、7、11、及び 2 月に実施され、そ

の検査項目は、それぞれ 200 項目とした（のべ 24000

項目）。農薬が検出された食品と検出値を表 5.3 に示し

た。7 月にきゅうりから基準値を超過するクレソキシム

メチルが検出され、食品衛生法違反とされた。

 ( 主担：農産物安全室 )

５）食品中の金属検査

魚介類 44 検体中の総水銀、清涼飲料水 8 検体中の重

金属規格（カドミウム、鉛、ヒ素、スズ）の検査を行っ

たが、違反は認められなかった。 

 ( 主担：食品安全室 )

６）残留動物用医薬品の検査

(1) 合成抗菌性剤の検査

牛 乳 13 検 体、 鶏 卵 13 検 体、 魚 介 類 25 検 体、 肉

類 42 検体についてサルファ剤系抗菌剤 10 項目の分析

を行った結果、全て定量下限（0.01 ppm）未満であっ

た。魚介類 25 検体、肉類 42 検体についてキノロン系

抗菌剤 11 項目の分析を行ったが、全て定量下限（0.01 

ppm）未満であった。 （主担：乳肉水産安全室）

(2) テトラサイクリン系抗生物質

魚介類 10 検体、牛乳 15 検体についてテトラサイク

リン系抗生物質 4 項目の分析を行った結果、全て定量
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表 5.2.1　輸入農産物から検出された農薬（その 1）
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表 5.2.2　輸入農産物から検出された農薬（その 2）

表 5.3.1　国産農産物から検出された農薬（その 1）
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表 5.3.2　国産農産物から検出された農薬（その 2）
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下限（オキシテトラサイクリン、テトラサイクリン：

0.02ppm、クロルテトラサイクリン、ドキシサイクリン：

0.05ppm）未満であった。　　　　

（主担：乳肉水産安全室）

(3) 肥育用ホルモン剤

牛乳 15 検体については肥育用ホルモン剤 4 項目、牛

肉 10 検体については肥育用ホルモン剤 5 項目について

分析を行ったが、全て定量下限（0.002ppm）未満であっ

た。 （主担：乳肉水産安全室）

(4) 駆虫剤

牛肉 10 検体についてトリクラベンダゾールの分析を

行ったが、全て定量下限（ケトトリクラベンダゾールと

して 0.01ppm）未満であった。また、鶏卵 13 検体、豚

肉15検体についてフルベンダゾールの分析を行ったが、

全て定量下限（豚肉 0.01ppm、鶏卵 0.04ppm）未満であっ

た。　　　　　　　　　　　　（主担：乳肉水産安全室）

７）その他の食品の検査

リンゴジュース 13 検体についてパツリンの検査を実

施した。その結果、2 検体からパツリンが 0.005ppm 検

出されたが、すべての検体について、基準値（0.050ppm）

未満であった。また、ナッツ類、豆類、穀類とその加工

品（春雨、ライスペーパーなど）20 検体について総ア

フラトキシンの検査を実施した。すべて規制値（10ppb）

未満であった。

（主担：農産物安全室）

魚介類加工品 20 検体についてヒスタミンの検査を

行ったが、全ての検体で定量下限値未満（10 μ g/g）

であった。　　　　　　　　　　　（主担：食品安全室）

牛乳等 27 検体、調製粉乳 10 検体について、成分規

格検査を実施したが、全てが規格に適合していた。

　　　　　　　　　　　　　（主担：乳肉水産安全室）

８）器具、容器包装

ポリプロピレン（PP）、ポリエチレン（PE）、ポリス

チレン（PS）を主成分とする食品容器など 16 検体、ポ

リエチレンテレフタレート（PET）を主成分とする食品

容器など 8 検体、ガラス器具・陶磁器 16 検体の規格検

査を行ったが、違反は認められなかった。また、紙皿、クッ

キングペーパーなど 45 検体について蛍光染料の検査を

実施したが、違反は認められなかった。 　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　（主担：食品安全室）

９）放射性物質の検査

農産物 265 検体、畜産物 51 検体、水産物 70 検体、

牛乳・乳児用食品 36 検体、その他（給食混合物、加工

食品等）175 検体について、ゲルマニウム半導体検出器

による放射性物質（セシウム 134、137）の測定をおこ

なった。その結果、水産物 6 検体（3.8 ～ 18 Bq/kg）、

農産物 5 検体（3.0 ～ 11 Bq/kg）よりセシウムを検出

した。基準値を超過したものはなかった。

（文責：起橋）

10）確認検査

確認検査は、他府県市で不良品と認められた食品や、

保健所などでの予備試験で陽性（残留基準違反など）で

あった検体などを、必要に応じて当所で再検査を行うも

のである。本年度は、2 件について実施した。

保健所の検査で、煎餅から原材料欄に表示がない着

色料が検出され、違反が疑われた。当所で再試験を行っ

表 5.4　苦情検査
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たところ、表示がない着色料、食用赤色 102 号、赤色

106 号、黄色 4 号、黄色 5 号、青色 1 号が検出され、

表示違反となった。また、保健所の検査で漂白剤（亜硫

酸塩）の定性試験が陰性であった干瓢についても再検査

を行った。　　　　　　　　　　　　　　（文責：梶村） 

11）苦情食品の検査

苦情食品の検査では、府民の不安解消や食品衛生行政

に対する信頼が得られるような検査体制を維持するよう

努力している。検査結果を表 5.4 にまとめた。24 年度

の苦情食品の検査件数は 3 件であった。

  （文責：梶村）

２．依 頼 検 査

高槻市、高槻市教育委員会、東大阪市、豊中市、貝塚市、

岩手県等からの依頼検査結果を表 5.5 にまとめた。平成

24 年度は、依頼検査において基準値違反はなかった。

（文責：梶村）

３．調 査、 研 究

１）食品添加物等に関する衛生学的研究

固相抽出カラムを用いた精製効率の高いポリソルベー

ト分析法を構築し SOP の改定を行った。食品用の合成

樹脂容器（PP、PE、PS、PET）の規格検査において、

マイクロ波試料前処理装置および誘導結合プラズマ発光

分光分析装置の適用性を確認し、これらの合成樹脂容器

検査法の SOP の改定を行った。清涼飲料水のヒ素測定

における重金属規格試験法と当所 SOP 法の特性を把握

するため、検量線および真度の評価を実施した。

前年度に構築した生理活性アミン（ヒスタミン等）の

分離検出法について、固相抽出カラムを用いた試料前処

理を検討し、カチオン交換カラムの有用性を確認した。

指定外添加物 t- ブチルヒドロキノン（TBHQ）の検査

において、ピーナッツあるいはゴマを含む一部の食品に

ついて食品由来の妨害ピークにより蛍光検出 HPLC によ

る定量が不能となる問題を解決するために、活性炭カー

トリッジカラムを用いた精製効率の高い前処理法を構築

し、上記食品中の TBHQ の定量を可能とした。本法を

基に TBHQ の検査 SOP の改定を行った。        

　　　　　　　　　　　　（主担：粟津、野村、山口）

２）遺伝子組換え食品に関する研究

遺伝子組換え食品の検査法の改良においては、コーン

シリアルとコーンスターチからの DNA 抽出法について

検討した。まずコーンシリアルでは、新規抽出キットで

あるキアゲン mericon kit、および Genomic-tip 20/G を

用いた従来法を検討したところ、従来法が良好な結果

を示した。また、コーンシリアル試料の包装を開封し、

試料の粉砕後に速やかに DNA 抽出を行うことが重要で

あった。包装の開封後、あるいは試料の粉砕後に冷凍保

存を行った場合、検出効率の大幅な低下が見られた。次

に、コーンスターチでは、Genomic-tip 20/G を用いた

方法と、手順を簡略化した CTAB 法が良好な結果を示し

た。また、Proteinase K の添加が DNA 抽出の効率化に

有効であった。　　　　　　　　　　　　（主担：吉光）

３）加工食品中の特定原材料の分析法開発及び
実態調査

口腔アレルギー症候群の原因食品とされ、特定原材

料に準ずるものに指定されているオレンジに着目した。

ネーブルオレンジから Genomic-tip 20/G を用いて、十

分な量の DNA を抽出した。オレンジを特異的に検出す

るため、得られた DNA を鋳型として SYBR Green I を用

いたリアルタイム PCR を検討したが、他のほとんどの

柑橘類果物に対して交差反応を示した。また、より高い

特異性を期待できる Cycleave PCR 法を検討したところ、

一部の柑橘類果物を区別することが可能であった。

（主担：清田）

４）食品中の残留農薬等に関する研究

農産物中の残留農薬検査に使用する試験法について、

一部改良を施して国から示された試験法の妥当性評価ガ

イドラインに則って評価を行った。およそ 10 種類の食

品について評価を完了し、その試験法で検査に適用でき

る農薬を明らかにした。ウーロン茶（茶葉）に残留が認

められるインドキサカルブおよびフィプロニルの試験法

について、改良試験法を検討した。

放 射 線 照 射 食 品 の 検 知 法 に つ い て は、 放 射 線

照 射 に よ り 特 異 的 に 生 成 す る ア ル キ ル シ ク ロ ブ タ

ノ ン を 検 知 指 標 と し た 簡 便 か つ 迅 速 な 検 知 法 を 開

発 し た。 当 該 検 知 法 に つ い て、 他 の 衛 生 研 究 所 の

参 画 を え て 外 部 精 度 管 理 試 験 を 実 施 し た。 そ の 結

果、全ての参加研究機関が、照射履歴を検知するこ
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表 5.5　依頼による検査結果表
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と が 出 来 た。　( 主 担： 高 取、 北 川、 福 井、 柿 本葉、 

 小阪田、山口聡、山本、起橋 )

５）食品中に残留する微量有害物質に関する研
究

動物用医薬品においては、現行の分析法について、厚

生労働省通知の「食品中に残留する農薬等に関する試験

法の妥当性評価ガイドライン」に則った評価をすること

を目的に、動物用医薬品検査の各検査実施標準作業書ご

とに、のべ 5 ～ 6 人が 2 濃度で併行数 2 とした添加回

収試験を実施し、精度管理用データを蓄積した。しかし、

平成 25 年度に検出器の LC-MS/MS が更新される見込み

となり、分析法が根幹から変更される可能性が発生した

ため、作業は一時中断している。また、これまで開発し

てきた一斉分析法の検証を目的とし、病気のため薬剤が

処方された後に処分された牛の筋肉や内臓を用いて、約

110 項目についてスクリーニング試験を行った。その

結果、オキシテトラサイクリン、アンピシリン、ベンジ

ルペニシリン等が検出できた。

地球規模課題対応国際科学技術協力「薬剤耐性細菌発

生機構の解明と食品管理における耐性菌モニタリングシ

ステムの開発」へ参画し、ベトナムにおいて抗菌剤のモ

ニタリング体制を構築すべく、12 月と 3 月にホーチミ

ン、ニャチャンへ渡航して現地検査機関の視察を行った。

ホーチミンでは高感度の LC-MS/MS が使用できたため、

現地担当者と協議し、簡易一斉分析法の開発、指導を行っ

た。  ( 主担：起橋、小西、永吉、柿本健、 

 内田、山口貴、山口瑞 )

６）残留性化学物質によるヒト曝露とその影響
に関する研究

(1) 食品からの PFCs 摂取状況

マーケットバスケット調査の TDS 試料を用い、食

品中の有機フッ素化合物 (PFCs) の分析を行った。そ

の結果、第 10 群（魚介類）から数種類の PFCs が検

出 さ れ た。Perfluoroalkylcarboxylic acid (PFACs) で は

Perfluoroundecanoate (PFUdA) が最も検出濃度が高く、

Perfluorotridecanoate (PFTrDA) がそれに続いた。PFOA

は定量下限値以下であった。また、奇数鎖 PFACs が偶

数鎖 PFACs より検出濃度が高く、ヒト血清の結果と同

じパターンを示した。一方、Perfluoroalkyl sulfonates 

(PFASs) では PFOS のみが検出された。濃度は 1.0 ng/g

で、今回対象とした PFCs の中で最も高濃度だった

(2) 魚介類中の塩素系難燃剤 Dechlorane Plus (DP)

有機ハロゲン難燃剤として、近年使用量が増加してい

る DP の分析を行い、魚介類汚染を我が国で初めて確認

した。

(3) 生体影響評価系の構築

研究対象物質群の生体影響を評価する系として、各種

核内受容体のバイオアッセイ系を入手し、ポジティブコ

ントロールを用いて評価系の立ち上げを行った。　

（主担：小西、永吉、柿本健、山口貴、高

木 *、吉田仁 *、安達 *　* 生活環境課）

４．教育、研修、講演

H24.5.24 「ヌードルワールド 2012 関西」にお

けるセミナー講師、インテックス大阪 

 （尾花）

H24.6.11 大阪府保健所医師業務職員の研修会に

おける講師、大阪がん循環器病予防セ

ンター （梶村）

H24.6.27 金沢大学医薬保健学域創薬科学類 4

年次「環境物理分析学」講義を担当  

 （阿久津）

H24.8.14,  8.27,  9.7

 インターンシップ生（食の安全推進課

の依頼）に対する研修 

  （梶村、起橋、高取、阿久津）

H24.8.20 ～ 9.7 摂南大学のインターンシップ生に対す

る研修 （乳肉水産安全室）

H24.9.3 ～ 5,  H24.9.10 ～ 12

 大阪府の食品衛生監視員に対する残留

農薬の分析に関する研修 

  （農産物安全室）

H24.9.27 日本分析化学専門学校生に対する研

修、施設見学 （尾花、北川、内田）

H24.10.19 泉佐野市立保育所職員研修会における

セミナー講師、泉佐野市社会福祉セン

ター （梶村）

H24.9.12 「フードテック 2012」におけるセミ

ナー講師、インテックス大阪 

（梶村）
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H24.10.23 ～ 25  

大阪府の食品衛生監視員に対する動物

用医薬品の分析に関する研修  

 （乳肉水産安全室）

H24.10.29 食料を守り日本農業再建をすすめる大

阪府民会議会員研修会   

 （梶村、福井）

H25.1.23 大阪府保健所職員に対して放射性物質

の検査に関する研修 （起橋）

H25.1.31,  2.15, 2.18

 大阪府保健所職員に対して特定原材料

（乳）の分析操作、データ解析に関す

る研修 （清田）

H25.2.19 ～ 21 大阪府の食品衛生監視員に対する発色

剤（亜硝酸根）の検査に関する研修  

 （食品安全室）

H25.3.5 ベトナムからの SATREPS 研修生に対

して動物用医薬品の分析に関する研修 

 （起橋、山口貴）

５．会議、委員会、研究会等の出席

H24.8.21,  H25.2.14  

大阪府環境審議会温泉部会に出席

  （尾花）

H25.2.1 平成 24 年度地方衛生研究所全国協議

会衛生理化学分野研修会（国立医薬品

食品衛生研究所）に参加 （山口聡）


